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◉会長 〇副会長 

〔任期：2019年(平成31年)４月１日～2022年(令和４年)３月31日 
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紙谷　京子 札幌市民生委員児童委員協議会　会長

栗山　文雄 白石地区福祉のまち推進センター　運営委員長

〇   篠原　辰二 一般社団法人Wellbe Design　理事長

瀬川　誠 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会　常務理事

高橋　唯之 札幌市ボランティア連絡協議会　会長

高齢福祉に関わる

団体の代表者
小林　恒男 一般社団法人札幌市老人クラブ連合会　常任理事・事務局長

障がい福祉に関わる

団体の代表者
鈴木　博子 障がい者によるまちづくりサポーター　代表

児童福祉に関わる

団体の代表者
生出　裕一 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会　事務局長

荒木　啓伸 一般社団法人札幌市医師会　理事 （～令和元年６月７日）

清水　研吾 一般社団法人札幌市医師会　理事 （令和元年６月８日～）

加藤　敏彦 札幌市老人福祉施設協議会　会長

中田　華代 札幌市生活就労支援センター ステップ　主任相談支援員

由井　康博 一般社団法人札幌市介護支援専門員連絡協議会　会長

教育関係者 小池　千秋 札幌市学校教護協会 理事長

権利擁護に関わる

団体の代表者
関口　和矢 札幌弁護士会　弁護士

学識経験者 ◉　 畑　亮輔 北星学園大学社会福祉学部福祉臨床学科　准教授

倉本　洋子 市民公募

塚本　光顯 市民公募

地域福祉に関わる

団体の代表者

福祉サービスに関わる

団体の代表者

市民公募委員

保健・医療に関わる

団体の代表者
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◉部会長 〇副部会長  

〔任期：2019年(平成31年)４月１日～2022年(令和４年)３月31日〕 
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紙谷　京子 札幌市民生委員児童委員協議会　会長

瀬川　誠 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会　常務理事

荒木　啓伸 一般社団法人札幌市医師会　理事 （～令和元年６月７日）

清水　研吾 一般社団法人札幌市医師会　理事 （令和元年６月８日～）

赤杉　美香 さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール サブチーフ

由井　康博 一般社団法人札幌市介護支援専門員連絡協議会　会長

〇   白戸　一秀 北海道地域福祉学会　監事

◉　 畑　亮輔 北星学園大学社会福祉学部福祉臨床学科　准教授

石川　由男 北海道税理士会成年後見支援センター　センター長

岩井　英典
公益社団法人

成年後見センター・リーガルサポート札幌支部　相談役

菅　しおり
公益社団法人北海道社会福祉士会道央地区支部

道央地区　支部長

関口　和矢 札幌弁護士会　弁護士

半藤　政一 札幌後見支援の会　会長

南方　宏幸
一般社団法人北海道成年後見支援センター

（北海道行政書士会）理事

権利擁護に関わる

団体の代表者

地域福祉に関わる

団体の代表者

福祉サービスに関わる

団体の代表者

学識経験者

保健・医療に関わる

団体の代表者
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2019年(令和元年)

５月29日
札幌市地域福祉社会計画審議会

・　札幌市成年後見制度利用促進基本計画の策定のための

　権利擁護部会の設置

2019年(令和元年)

７月２日
第１回　権利擁護部会

・　部会長及び副部会長の選出

・　札幌市成年後見制度利用促進基本計画の策定体制、スケジュール

・　成年後見制度に関する市民意識調査の結果報告

・　成年後見制度の関係機関・団体の取組状況の共有

2019年(令和元年)

９月13日
第２回　権利擁護部会

・　成年後見制度の取組等に関する政令指定都市の状況報告

・　札幌市成年後見制度利用促進基本計画の構成

2019年(令和元年)

11月20日
第３回　権利擁護部会 ・　成年後見制度利用促進に資する取組について

2020年(令和２年)

１月28日
第４回　権利擁護部会

2020年(令和２年)

３月16日
第５回　権利擁護部会

・　札幌市成年後見制度利用促進基本計画案の検討
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成年後見制度の認知度や将来的な制度利用意向など、市民の意識やニー 

ズを把握することを目的として、市民意識調査を実施しました。 

・調査期間  2018年（平成30年）12月7日（金）～ 12月21日（金） 

・調査方法  郵送による調査票の送付 

・調査対象  満18歳以上の市民から無作為抽出した5,000人 

・有効回答数 2,394 通(47.9 ％) 

 

 

 

 

 

ךּ ︡ ︣Ḯ 
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〇市民意識調査結果 

 

【問１】あなたは、成年後見制度を知っていましたか。 

 
 

ךּ ṡ וֹ ḭשּ ךּ Ṣ 26.8 %   
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【問２】あなたは、将来的にあなた自身の判断能力が不十分となった場 

合、成年後見制度を利用したいと思いますか。 
 

ךּ ḭṡ ︡ ךּ Ṣלּ 32.2%  

 

 

 

 

 

 

【成年後見制度の内容の認知度別】 

問１で“成年後見制度の内容を知っていた”と回答した人は、問２で「利用したいと思

う」(46.0%)と回答している割合が高く、全体と比較して13.8％高くなっている。 

32.2%

17.8%

47.7%

2.3%
(N=2,394) 
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《問２で、「利用したいと思う」と答えた方にお聞きします》 

【問２-１】あなたは、あなた自身の判断能力が低下し、自分の身の回りの

契約行為や財産管理などができなくなった場合、誰に後見人となって支援

してほしいですか。あてはまるものにいくつでも〇をつけてください。 
 

︡ ךּ︡ ṡ Ṣּ82.9צṾ 
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《問２で、「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた方に

お聞きします》 

【問２-2】あなたが、「利用したいとは思わない」または「わからない」と

答えた理由は何ですか。あ て は ま る も の に い く つ で も 〇 を つ け て く だ さ い 。 
 

︡ ךּ ךּ ḭṡ אל כֿ טּצּ Ṣּצ 40 .5 %  
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【問３】あなたは、あなたの親族の判断能力が不十分となった場合、親族

の後見人となって財産管理をすることに抵抗はありますか。  

 

 

 

 

 

 

כֿלּ ךּ ḭṡ Ṣךּ 48.0 Ṿ 

【成年後見制度の内容の認知度別】 

問１で“成年後見制度の内容を知っていた”と回答した人は、問３で「支援することに

抵抗はない」(61.4%)と回答している割合が高く、全体と比較して13.4％高くなってい

る。 

48.0%

19.8%

28.0%

4.2%
(N=2,394) 
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《問3で、「支援することに抵抗がある」または「わからない」と答えた

方にお聞きします》 

【問３-１】あなたが、「支援することに抵抗がある」または「わからな

い」と答えた理由は何ですか。あてはまるものにいくつでも〇をつけてく

ださい。 

טּצּ ṡ לּ צּ פּךּ Ṣּ47.6צṾ 
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【問４】成年後見制度が利用しやすいものとなるためには、どのようなこ

とが重要であると思いますか。あてはまるものにいくつでも〇をつけてく

ださい。 
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צּ ︡ שּ︣ כֿ ḭṡ

︡ ḭ טּצּ כֿ Ṣּ55.9צṾ 
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